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○
国
土
交
通
省
令
第

号

海
上
物
流
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い

、
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
六

条
並
び
に
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
七
十
八
号
）
第
三
条
第
五
号
及
び

第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
貿
埠
頭
公
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
運
輸
省

令
第
五
十
一
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
指
定
の
申
請
）

第
一
条

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号
及
び
本
店
の
所
在
地
並
び
に
代
表
取
締
役
又
は
代
表
執
行
役
の
氏
名
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二

支
店
の
所
在
地

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二

指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

三

外
貿
埠
頭
業
務
（
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
外
貿
埠
頭
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な

ふ

計
画

四

発
行
済
株
式
の
総
数
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
株
式
を
所
有
す
る
株
主
の
名
簿

五

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

六

役
員
（
取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
）
を
い
う
。
第
十
四
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
名
簿
及
び
履
歴
書

七

法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
商
号
等
の
変
更
の
届
出
）
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第
二
条

指
定
会
社
は
、
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
の
内
容
を
記

載
し
た
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
付
申
請
の
手
続
）

第
三
条

港
湾
管
理
者
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
政
府
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

港
湾
管
理
者
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
外
貿
埠
頭
に
係
る
貸
付
け
の
金
額
及
び
そ
の
時
期

二

港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
を
受
け
る
指
定
会
社
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
外
貿
埠
頭
に
関
す
る
工
事
実
施
計
画

三

港
湾
管
理
者
の
貸
付
け
を
受
け
る
指
定
会
社
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
外
貿
埠
頭
に
係
る
資
金
の
調
達
方
法
及
び
使

途
を
記
載
し
た
資
金
計
画

四

港
湾
管
理
者
の
貸
付
金
に
関
す
る
貸
付
け
の
条
件

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
当
該
外
貿
埠
頭
に
関
す
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

平
面
図
、
縦
断
面
図
、
標
準
横
断
面
図
、
深
浅
図
そ
の
他
の
必
要
な
図
面

二

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
岸
壁
及
び
同
項
第
三
号
の
施
設
の
安
定
計
算
の
概
要
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（
令
第
三
条
第
五
号
の
外
貿
埠
頭
を
構
成
す
る
施
設
の
価
額
）

第
四
条

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
五
号
の
外
貿
埠
頭
を
構

成
す
る
施
設
の
価
額
は
、
当
該
施
設
の
取
得
価
額
又
は
製
作
価
額
と
す
る
。

（
令
第
三
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
割
合
）

第
五
条

令
第
三
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

（
令
第
三
条
第
五
号
の
利
益
の
額
）

第
六
条

令
第
三
条
第
五
号
の
利
益
の
額
は
、
貸
付
け
に
係
る
外
貿
埠
頭
の
運
営
に
係
る
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
収
益
か
ら
費

用
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

２

前
項
の
収
益
は
、
岸
壁
等
（
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
岸
壁
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
貸
付
料
そ
の

他
の
事
業
収
益
及
び
受
取
利
子
そ
の
他
の
事
業
外
収
益
（
積
立
金
取
崩
額
以
外
の
特
別
利
益
を
含
む
。
次
条
第
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
合
計
額
と
す
る
。

３

第
一
項
の
費
用
は
、
事
業
費
用
（
法
人
税
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を
含
む
。
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
支
払
利
子
そ
の
他
の
事
業
外
費
用
（
特
別
損
失
を
含
む
。
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
と
す
る
。
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第
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
収
益
及
び
費
用
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
貸
付
け
に
係
る
外
貿
埠
頭
の
運
営
と
外
貿
埠
頭

の
運
営
以
外
の
事
業
と
の
双
方
に
関
連
す
る
収
益
及
び
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
配
賦
す
る

も
の
と
す
る
。

一

受
取
利
子
そ
の
他
の
事
業
外
収
益
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
収
益
に
よ
る
割
合

二

事
業
費
用
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合

イ

法
人
税
、
道
府
県
民
税
、
事
業
税
及
び
市
町
村
民
税
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
利
益
に
よ
る
割

合
ロ

そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
費
用
（
諸
税
及
び
減
価
償
却
費
を
除
く
。
次
号

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
割
合

三

支
払
利
子
そ
の
他
の
事
業
外
費
用
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
割
合

イ

支
払
利
子
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
用
固
定
資
産
の
価
額
に
よ
る
割
合
（
当
該
固
定
資
産

に
つ
き
前
事
業
年
度
末
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
付
せ
ら
れ
た
価
額
か
ら
当
該
固
定
資
産
に
つ
き
当
該
貸
借
対
照
表
に

計
上
さ
れ
た
減
価
償
却
引
当
金
の
額
を
控
除
し
た
価
額
に
よ
る
割
合
を
い
う
。
）
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ロ

そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
専
属
す
る
事
業
費
用
に
よ
る
割
合

（
区
分
経
理
の
方
法
）

第
八
条

指
定
会
社
は
、
外
貿
埠
頭
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
貿
埠
頭
業
務
等
」
と
い

う
。
）
以
外
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
外
貿
埠
頭
業
務
等
に
関
す
る
経
理
に
つ
い
て
特
別
の
勘
定
を
設
け
、
外
貿

埠
頭
業
務
等
以
外
の
業
務
に
関
す
る
経
理
と
区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
外
貿
埠
頭
業

務
等
と
そ
の
他
の
業
務
と
の
双
方
に
関
連
す
る
収
益
及
び
費
用
は
、
前
条
の
規
定
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
配
賦
し
て

経
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
重
要
な
財
産
の
処
分
の
制
限
）

第
九
条

法
第
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
重
要
な
財
産
は
、
港
湾
施
設
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
の
港
湾
施
設
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
帳
簿
価
額
が
一
億
円
以
上
の
も
の
（
外
貿
埠
頭
の

建
設
に
伴
い
譲
渡
し
、
又
は
交
換
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

指
定
会
社
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

譲
渡
し
、
交
換
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
財
産
の
内
容
及
び
価
額

二

譲
渡
し
、
交
換
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
理
由

三

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四

譲
渡
し
、
交
換
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
条
件

（
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
）

第
十
条

指
定
会
社
は
、
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
岸
壁
等
の
名
称
、
位
置
、
係
留
能
力
及
び
貨
物
取
扱
能
力

二

休
止
又
は
廃
止
の
期
日

三

休
止
の
許
可
の
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
休
止
の
期
間

四

休
止
又
は
廃
止
を
必
要
と
す
る
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
岸
壁
等
の
貸
付
け
に
係
る
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
定
款
の
変
更
の
決
議
の
認
可
の
申
請
）

第
十
一
条

指
定
会
社
は
、
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
定
款
の
変
更
の
決
議
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ

う
と
す
る
事
項
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
定
款
の
変
更
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
を
添
え
て
、

国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
剰
余
金
の
配
当
そ
の
他
の
剰
余
金
の
処
分
の
決
議
の
認
可
の
申
請
）

第
十
二
条

指
定
会
社
は
、
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
剰
余
金
の
配
当
そ
の
他
の
剰
余
金
の
処
分
の
決
議
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
剰
余
金
の
総
額
及
び
剰
余
金
の
配
当
そ
の
他
の
剰
余
金
の
処
分
の
内
訳
を
記
載
し
た
申
請
書
に
剰
余
金
の

配
当
そ
の
他
の
剰
余
金
の
処
分
に
関
す
る
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
の
写
し
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
併
、
分
割
又
は
解
散
の
決
議
の
認
可
の
申
請
）

第
十
三
条

指
定
会
社
は
、
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
合
併
、
分
割
又
は
解
散
の
決
議
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
（
解
散
の
決
議
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ

る
事
項
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

合
併
の
場
合
に
あ
っ
て
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
の
名
称
及
び
住
所
、
分
割
の
場
合

に
あ
っ
て
は
事
業
を
承
継
す
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
の
名
称
及
び
住
所
、
解
散
の
場
合
に
あ
っ
て
は
清

算
人
の
氏
名
及
び
住
所

二

合
併
又
は
分
割
の
方
法
及
び
条
件

三

合
併
又
は
分
割
に
反
対
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
者
の
所
有
す
る

株
式
の
種
類
及
び
数

四

合
併
、
分
割
又
は
解
散
の
時
期

五

合
併
、
分
割
又
は
解
散
の
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
解
散
の
決
議
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲

げ
る
書
類
に
限
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

合
併
、
分
割
又
は
解
散
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し

二

合
併
契
約
又
は
吸
収
分
割
契
約
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
設
分
割
計
画
）
に
お
い
て
定
め
た
事
項
を
記
載

し
た
書
類
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三

合
併
又
は
分
割
の
主
要
な
条
件
の
決
定
に
関
す
る
説
明
書

四

合
併
契
約
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
締
結
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
設
分
割
計
画
の
作
成
）
の
時
に
お
け
る

指
定
会
社
の
資
産
、
負
債
そ
の
他
の
財
産
の
状
況
の
説
明
書

五

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
る
法
人
若
し
く
は
分

割
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
の
定
款

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
十
四
条

指
定
会
社
は
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を

国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

選
任
又
は
解
任
さ
れ
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類

二

選
任
又
は
解
任
に
関
す
る
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
の
写
し

三

選
任
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
選
任
さ
れ
た
役
員
の
履
歴
書

（
職
員
証
）

第
十
五
条

法
第
十
三
条
第
二
項
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
海
上
物
流
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
外
貿
埠
頭
公
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
外
貿
埠
頭
公
団

の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
別
記
様
式
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
法
人
が
解
散
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
二
中
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
を
削
り
、
第
二
十
一
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
三
十
五
号

ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
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（
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
六
条
中
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
を
削
り
、
第
二
十
一
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で

を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
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別記様式（第十五条関係）

（表）

第 号

官 職

氏 名

年 月 日生

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第13条第２項の規定による検査員の証

年 月 日発 行写

年 月 日限り有効

真

国土交通大臣 ㊞

（裏）

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律抜粋

（報告及び検査）

第13条 国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要がある

と認めるときは、指定会社に対してその業務及び財産の状況に関し報告させ、

又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務若しくは

、 。財産の状況若しくは帳簿 書類その他の必要な物件を検査させることができる

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係人にこれを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。

（罰則）

第17条 第13条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定会社

の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行う

べき社員 、監査役又は職員は、30万円以下の罰金に処する。）

ル
ト

メ
チ

ン
セ

４

ー

5
.
6

ル
ト

メ
チ

ン
セ

ー

９センチメートル

３センチメートル


